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『食の信頼向上をめざす会』設立総会講演 

 

会長 唐木英明 

 

はじめに 

 

日本の食品は、輸入食品も含め、その安全性はきわめて高い。1954 年から 2005 年までの

統計を見ると食中毒患者数は 3 万人前後

でそれほど変わっていない。しかし、1967

年以前は毎年 100 名以上、多い年には 500

名を超えていた食中毒による死者が、

1985 年以後は 10 名前後まで減少してい

る。また、明治から昭和の始めまでは 40

歳代だった日本人の平均余命は現在は80

歳前後まで伸びている（図１）。さらに、

多くの国で食中毒の原因になっている刺

身、生卵、生水、生野菜などをなんの心

配もせずに食べている国は日本くらいで

ある。このような現状から日本の食品の安全性はきわめて高いといえる。 

 食品の安全を守る仕組みは、事業者と消費者の緊張関係と、フードチェーンの協力であ

る。 

食品安全基本法第 8条には次のように書かれている。「事業者は（略）自らが食品の安全

性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するた

めに必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。」 

「食品供給行程」とは、生産者から流通に至る食品の流れであり、フードチェーンとも

言う。この流れのどこで失敗があっても食品の安全は保てない。安全な食品を供給する義

務を果たすために、フードチェーン関係者が信頼関係を築き、食の安全に関する知識と理

解、そして「食の安全」という目的を共有して努力することが必要である。 

また、食品安全基本法第９条には次のように書かれている。「消費者は、食品の安全性の

確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意

見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすも

のとする。」 

食品を購入する消費者は、当然の権利として、食品のリスクを出来る限り小さくするこ

とを要求する。しかし、これをゼロにすることは現実的ではない。例えば食中毒をゼロに

しようとすれば、その原因となりうる刺身や生野菜を始め多くの食品を禁止しなくてはな

らず、それでもゼロにはできないであろう。また年間 4000 人以上が食品により窒息死をし

ているが、これをゼロにしようとすれば、その大きな原因である餅やパンやご飯を禁止し

なくてはならない。従って、消費者は食の安全がどのような科学的な仕組みで成り立って
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いるのかを十分に理解したうえで、感情ではなく科学的な立場から、事業者や行政に意見

や希望を述べる権利を持つ。これを「消費者と事業者の健全な対立」と呼ぶことにするが、

このような両者の意見がなければ食品の安全を守ることは出来ない。 

 

消費者の不安 

 

 日本の食品の安全性はきわめて高いに

もかかわらず、アンケート調査の結果を見

ると、消費者は食に安全に強い不安を持っ

ている。例えば食品安全委員会が行ったア

ンケートでは、大多数の消費者が食品添加

物や農薬に不安を感じている（図２）。し

かし不安感から無添加・無農薬の食品をだ

けを購入する人はそれほど多くない。とい

うことは消費者の不安はアンケートの結

果に見られるほど深刻ではないと考えら

れる。このようなくい違いが出てくる大きな原因は、アンケート調査にはメディア等から

得た知識で答え、買い物は自分の利害得失の計算で行うことである。消費者の不安を定量

的に把握することは、各種の対策を立てる上で参考になる指標として重要であり、とくに

消費者の消費行動に不安感がどの程度影響しているのかを正確に知る調査が必要である。 

 ただし、アンケート結果に見られるほど深刻ではないとしても、消費者が食の安全に対

してある程度の不安を持っていることは明らかである。以下、不安の原因について考えて

みる。 

 

不安の人間的要因 

 

人間の判断が極めて感情的であることは

多くの人が経験しているところであるが、

もっとも論理的であるべき経済活動までが

感情に支配されていることを明らかにした

功績でカーネマン教授が 2002 年のノーベ

ル経済学賞を受賞した。人間の感覚的・直

感的判断を「ヒューリスティク」と呼び、

これがリスクの客観的な認知を妨げる。例

えば、同じ大きさのリスクでも、非自発的

なリスク、個人でコントロールできないリ

スク、自分だけに降りかかるリスク、大きな災害を起こし、一度に多くの被害者が出るリ

スク、致死的なリスク、将来世代へリスク、人為的なリスク、新しい、よく分からないリ
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スクなどは特に大きく感じる。感情的な偏りが生じるためである。 

また、人間は危険情報と利益情報に敏感で安全情報には無関心、そして信頼できる人の

意見に従う。信頼される存在であるメディアは社会に対する警告だけでなく視聴率のため

に危険情報を流すが安全情報はほとんど取り

上げない（図３）。このアンバランスが無用の

不安と風評被害を起こす場合もある。 

その結果、リスクについての専門家とそれ以

外の人の考え方に大きな違いが起こる。専門家

は、「リスク＝ハザード X 機会」と考えるが、

専門家でない人は「リスク＝ハザード＋感情」

と考える（図４）。 

 

不安の社会的要因 

 

かつての日本では地産地消が行われ、家庭での調理が主流であり、食品の安全を守るの

は主婦の役割であった。冷蔵庫がない時代に主婦は経験と五感を使って食品のリスク、す

なわち食べられる限界を注意深く判断していた。食品にリスクがあることを誰でも熟知し

ていた時代であった。 

ところが高度経済成長をとげて輸入食品、加工食品、外食の時代になると、食品の安全

を消費者自身が判断することが難しくなった。そして安全を守る責任は食品関連企業に移

った。消費者はリスクを受け入れる側として厳しいリスク管理を要求するとともに、食品

には本来リスクがあることをほとんど忘れていった。また、消費者が食品の安全を確認す

る手段は、五感による食品自体の確認ではなく、食品のブランドと価格と表示に変わった。

この変化に対応するために表示に対する規制は年を追って厳しくなっていった。 

そのようなときに、期限表示や産地表示の偽装が次々に明らかになった。食品の品質や

安全性にほとんど差がないにもかかわらず、産地を偽装すれば大きな収益につながる。ま

た、自らが短めに設定した期限を事後に多少延長することにより商品の回収、廃棄の損失

を免れることができる。これが偽装を誘発する原因だが、このような偽装が最近になって

増えてきたとは考えられない。おそらく、食品関連企業の従業員が終身雇用から時間雇用

に変化し、内部告発が増加したためであろう。産地や期限の表示偽装の内容を検証すると、

これらはすべて規制違反ではあるが、食品の安全性に問題があるものはほとんどなく、そ

の結果食中毒を起こした例はない。ところが消費者が「品質の保証」と考えていた表示に

偽装があり、信頼していたブランドにまで偽装があったことは一種のパニックを引き起こ

して、消費者の不信は一気に高まった。 

 

化学物質の誤解 

 

消費者の不安の原因には、誤解あるいは先入観もある。例えば化学物質については、「量
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と作用の誤解」と共に「複合汚染の誤解」がある。 

例えば塩を 200 グラム以上一度に食べたら死ぬ。毎日 20 グラムを食べ続けると脳溢血や

心臓病のリスクが高まる。すると塩は毒だ。しかし１日 7 グラム以下なら、一生の間毎日

食べ続けても害はない。さらに人間は少量

の塩がないと生きていけない。すると塩は

毒ではない。500 年前のスイスの内科医パ

ラケルサスが述べたように、どんな化学物

質も多量なら毒だが、量が少なければ何の

作用もないのであり、「量で作用が決まる」

のである。 

化学物質の安全基準は、基準を超えたと

きに直ちに健康被害が出ないような設定が

されている（図５）。すなわち健康に何の被

害もない「無毒性量」の 1/100 以下の量を、一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪

影響がないと推定される「一日摂取許容量」として、これを基に基準が設定されているの

である。従って、基準を多少超えても安全性に問題がなく、大幅に超えたときだけ毒性が

見られるのである。 

ところが、多くの人が基準を超えたか超えないかという二分法で毒性を判断する。基準

を少しでも超えると、多量を実験動物に投与したときの強い毒性が現れると誤解してしま

う。これが、わずかな残留農薬に違反に大きな不安を感じる原因になっている。 

「個々の化学物質の安全性は調べているが、複数の化学物質を同時に食べると体内で反

応して、想像も出来ない恐ろしいことが起こるかもしれない」という「複合汚染の恐怖」

もよく言われている。このような化学物質の複合作用は薬の場合には、まれではあるが、

起こり得る。薬は身体に効く量、すなわち細胞の機能を確実に変化させるような多量を飲

むために、互いの作用を強める相乗作用や相加作用、あるいは作用を弱める拮抗作用が見

られることがある。ところが、添加物も残留農薬も基準量以下なら細胞にも遺伝子にも何

の影響もない。そんな「閾値」以下の量を複数いっしょに飲んでも何の作用もないことは、

理論的にも実験的にも経験的にも証明されている。食品安全委員会も最近このことについ

ての報告書を公表している。 

 

天然・自然は安全という誤解 

 

大昔から食品の最大の危険は食中毒だった。しかし最近は有効な保存料が誕生して、食

品の腐敗や変質を長期間にわたって防止することができるようになった。ところが不思議

なことに、この保存料が嫌われている。その理由は前述の化学物質に対する誤解のほかに、

「長い間腐らない食品はなんとなく気持ちが悪い」という感情がある。 

「一定の農場で３年間以上、農薬や化学肥料を全く使わずに栽培したもの」が有機農産

物だが、その安全性が必ずしも高くはないという論文がある。すべての野菜や果物は害虫
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や細菌から身を守るための多くの天然化学物質、すなわち「ファイトケミカル」を含んで

いる。そして「医食同源」という言葉が物語っているように、その化学物質の量は身体に

十分作用する量であり、人間はその有用な作用とともに有害な作用も受けてきた。そして、

それらの化学物質のかなりの割合が発ガン性化学物質である。例えばパセリなどのメトキ

サレン、キャベツなどのアリルイソチオシアネート、ゴマのセサモールなどである。最近、

食品安全委員会が発ガン性の疑いで禁止したアカネ色素もセイヨウアカネの根から抽出し

たものである。米国人が食べる野菜や果物の量から計算すると、毎日 1 人平均 1.5 グラム

の天然農薬を食べているが、これは残留農薬基準の 10,000 倍以上になる。野菜や果物に天

然の農薬と人工的に散布した農薬が合計で 1 グラム含まれるとすると、人口の農薬はその

0.0001 グラムに過ぎない。しかも天然農薬の約半分にはガンを引き起こす作用がある。こ

のように無農薬栽培には食品安全上は意味がない（図６）。ファイトケミカルの危険を避け

る方法はいろいろな種類の野菜をバラン

スよく食べることであり、これは昔から

やってきたことである。 

「食品添加物の有用性は認めるが、必

要がない化学物質を食品に添加すること

は極力避けるべきだ」という、一見、も

っともな意見も同様の誤解に基づくもの

である。自然の食品の中にすでに有害な

化学物質が多量に入っているときに、人

体には全く無害な量の化学物質を入れる

ことで食生活が安全で豊かになることを否定する科学的な根拠は何もないからである。 

 

中国食品は危険という誤解 

 

2008 年１月、中国から輸入した冷凍餃子を食べた５名が有機リン中毒になったことが明

らかにされた。問題の餃子から最高 31,130ppm という高濃度の有機リン系殺虫剤のメタミ

ドホスが検出され、その後、別の製品から 110ppm のジクロルボスも検出された。これらの

農薬を含む製品は、中国の同一の企業が製造したものであった。 

中国産冷凍食品の検査が強化され、多数の食品の検査を行ったところ、農薬が残留した

製品が次々見つかり、これがニュースで大きく取り上げられた。不安は一気に広がり、3月

31 日までに自分の下痢、嘔吐、腹痛などの症状が農薬中毒によるものではないかという訴

えが全国で 6000 件近くもあった。調査の結果、最初の 10 人の患者以外は農薬とは無関係

だったが、中国食品が危険食品の代名詞になってしまい、冷凍餃子だけでなくすべての中

国産食品の売れ行きは大きく低下した。 

この事件でメディアがほとんど取り上げなかった事実は、検出された農薬の濃度の意味

である。中毒を起こした製品には桁違いに高濃度の農薬が付着していたが、これは通常の

残留農薬では起こりえない濃度である。従って犯人が故意に高濃度の農薬を付着させたと
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しか考えられない、特異な犯罪事件である。 

一方、事件の後に強化された検査により発見された違反はすべて規準をわずかに超えた

程度のものであった。国産の食品も、中国産を含むすべての輸入食品も、0.1％程度の違反

がある（図７）。ということは、検査件数を増やせば発見される違反件数も増えるのである。

厚生労働省の発表では、

食中毒を起こした冷凍餃

子以外の中国産食品で発

見された違反はいずれも

通常の残留農薬のレベル

であり、直ちに健康に影

響を及ぼすものではなく、

これらに関連する健康被

害も報告されていない。

しかし、中国製品だけを

集中的に調査してその違

反を大きく報道したこと

が中国産食品に対する不

安をことさらに大きくしたのであり、同じ件数の調査をすれば他の国からの輸入食品にも

国産食品にも同程度の違反があることの報道もなく、その事実を知る消費者は少ない。 

 

企業の差別化戦略 

 

一部の企業が「無添加」、「無農薬」、「遺伝子組み換え不使用」などの宣伝により自社商

品の差別化を図り、一部の流通業も消費者の不安に対処するためという理由で、同様の商

品に力を入れている。しかし、どのくらいの消費者がそのような商品を望んでいるのか、

明確な調査結果があるのだろうか。はっきりしているのは、このような宣伝が添加物や農

薬や遺伝子組み換え食品が危険であると言う誤解を消費者の間に広げていることである。 

 

報道の役割 

 

 食品関係のパニックの例はいくつかあるが、その一つが 2003 年のキンメダイ事件である。

この年、厚生労働省が「妊婦や妊娠の可能性のある人はメカジキやキンメダイを食べる回

数を週２回以下にすることが望ましい」という注意を出し、メディアはこのニュースを大

きく取り上げた（図８）。特に不安を煽るような報道ではなかったのだが、これがキンメダ

イの価格の暴落と売り上げの半減という大きな風評被害を起こしてしまった。大きな報道

がパニックを起こすという例である。前述の中国食品の報道も、報道自体は必ずしも間違

いではなくても、連日の大きな報道が中国食品に対する恐怖感を生んだと考えられる。 

 2007 年 6 月 24 日の朝日新聞に、「世論調査にどのようにして答えるのか」を聞いたアン
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ケート結果が掲載された。驚いたことに、

多くの人が「直感で答える」と回答し、

その直感はマスメディア、キャスター、

コメンテーターから得ていると回答し

ている。要するに、世論はマスメディア

が作っているのである（図９）。 

社会学の分野でも同様の結果が報告

されている。すなわち、犯罪の増加によ

って市民生活の安全が脅かされている

という不安が増大し、治安の強化や罰則

の強化を求めるという現象が起こって

いるが、人々が不安に思うほど犯罪

が増加しているという実証的データ

はないという。これは「モラル・パ

ニック」や「集団ヒステリー」で説

明されているが、マスコミによって

一地方の犯罪が日本全国に報道され

ることが犯罪不安の蔓延という現象

をもたらしていると考えられている。

その場合、記事の内容ではなく見出

しが大きな影響を与えているという。 

食品の世界も同じであり、一地方

で起こった、安全とは無関係の規制違反である偽装が全国に大きく報道され、これを読ん

だ消費者がすべての企業が偽装を行っているような不安を感じるという構図である。 

メディアは事実の報道が使命であり、社会への警告という意味からその内容が違反や犯

罪などの悪いニュース報道に偏り、安全報道が極めて少ないことは仕方がない。しかし、

その情報を受け取る側の心理がまだ井戸端会議の時代に留まり、情報化社会に適応してい

ないことが問題なのである。 

 

『食の信頼向上をめざす会』の役割 

 

多くの消費者が不安に思っている残留農薬や食品添加物は、実は厳しい規制によりその

リスクは非常に小さく、1980 年代以後は健康被害がでていない。他方、消費者があまり気

にしていない食中毒で 2006 年には患者 39,026 名と死者 6 名が出ている。もっと無関心な

のは、もち、パン、ご飯のように毎日食べている食品による毎年 4000 人もの窒息死である。

食のもっとも大きな問題は、大きなリスクには無関心で、小さなリスクに大きな不安を感

じるという、リスク認識の偏りである。その原因として大きいのはメディアの報道の偏り

であり、大きな報道は不安を呼び、報道がないものは忘れるのである。 
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最初に述べたように、食の安全を

守るのは食品を提供する事業者の

責務であり、そのためには生産から

流通までのフードチェーンの関係

者の連携が必要である。同時に食品

を消費する側である消費者が事業

者との間で「健全な対立関係」を維

持して、両者が真剣な話し合いを行

うことで安全のレベルを決めるこ

とが、消費者の安心を呼ぶ。その際

に忘れてはいけないことは、人間の

思考は極めて感情的であり、感情をすべて排除することは不可能だが、感情だけで話し合

っても実りはなく、重要な点については科学的な根拠を基本にして話し合うことが相互理

解と同意の基礎になることである。そして、両者に大きな影響を与えるメディアの役割も

忘れてはいけない（図１０）。 

事業者、消費者、メディア関係者の３者が食品のリスクを正しく理解して、食の安全に

ついての正しい知識を共有することが、わが国の食に関する最も大きな問題である「リス

ク認識の偏り」、すなわち「安心」の課題を解決する唯一の方法であろう。 

 このような基本的な立場に立って、『食の信頼向上をめざす会』は次の 3つの目的を達成

するために活動を行う。 

・生産から消費までのフードチェーン関係者が信頼関係を築き、食の安全に関する知識と

理解、そして「食の安全」という目的を共有して努力することを援助する。 

・食品を供給する事業者と、これを購入する消費者の間に、感情だけではなく科学に基づ

いた健全な対立関係を構築する援助を行う。 

・食品に関する正しい情報を発信し、誤った情報を訂正すると共に、情報を発信する立場

のメディア関係者との情報交換と意見交換に務める。 

 

 

 

 


